
１ 感染予防のための体制

・事業場のトップが、新型コロナウイルス感染症の拡大防止に積極的に取り組むことを表明し、労働者に
対して感染予防を推進することの重要性を伝えている。

・事業場の感染症予防の責任者及び担当者を任命している。（衛生管理者、衛生推進者など）

・会社の取組やルールについて、労働者全員に周知を行っている。

・労働者が感染予防の行動を取るように指導することを、管理監督者に教育している。

・安全衛生委員会、衛生委員会等の労使が集まる場において、新型コロナウイルス感染症の拡大防止
をテーマとして取り上げ、事業場の実態を踏まえた、実現可能な対策を議論している。

・職場以外でも労働者が感染予防の行動を取るよう感染リスクが高まる「５つの場面」や「新しい生活様
式」の実践例について、労働者全員に周知を行っている。

・新型コロナウイルス接触確認アプリ（COCOA）を周知し、インストールを労働者に勧奨している。

２　感染防止のための基本的な対策

（１）感染防止のための３つの基本：①身体的距離の確保、②マスクの着用、③手洗い

・人との間隔は、できるだけ２ｍ（最低１ｍ）空けることを求めている。

・会話をする際は、可能な限り真正面を避けることを求めている。

・外出時、屋内にいるときや会話をするときに、症状がなくてもマスクの着用を求めている。
※熱中症のリスクがある場合には、６についても確認してください。

・手洗いは30秒程度かけて水と石けんで丁寧に洗うことを求めている（手指消毒薬の使用も可）。

・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（２）三つの密の回避等の徹底

・三つの密（密集、密接、密閉）を回避する行動について全員に周知し、職場以外も含めて回避の徹底を
求めている。

・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（３）日常的な健康状態の確認

項　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　目

職場における新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するためのチェックリスト

１ このチェックリストは、職場における新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するための基本的な
対策の実施状況について確認いただくことを目的としています。

２ 項目の中には、業種、業態、職種等によっては対応できないものがあるかもしれません。ですので、
すべての項目が「はい」にならないからといって、対策が不十分ということではありません。職場の
実態を確認し、全員（事業者と労働者）がすぐにできることを確実に実施いただくことが大切です。

３ 確認した結果は、衛生委員会等に報告し、対策が不十分な点があれば調査審議いただき、改善に繋
げてください。また、その結果について全ての労働者が確認できるようにしてください。

衛生委員会等が設置されていない事業場においては、事業者による自主点検用に用いて下さい。
※ 都道府県労働局、労働基準監督署に報告いただく必要はありません。

安全衛生委員会／衛生委員会資料 ：令和 年 月
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項　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　目

・出勤前に体温を確認するよう全員に周知し、徹底を求めている。

・出社時等に、全員の日々の体調（発熱やだるさを含む風邪症状の有無、味覚や嗅覚の異常の有無等）
を確認している。

・体調不良時には正直に申告しやすい雰囲気を醸成し、体調不良の訴えがあれば勤務させないこと、正
直に申告し休むことで不利益な扱いにしないことを、職場で確認している。

・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（４）一般的な健康確保措置

・長時間の時間外労働を避けるなど、疲労が蓄積しないように配慮している。

・十分な栄養摂取と睡眠の確保について全員に周知し、意識するよう求めている。

・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（５）「新しい生活様式」の実践例で示された「働き方の新しいスタイル」の取組状況について

・「テレワークやローテーション勤務」を取り入れている。

・「時差通勤でゆったりと」を取り入れている。

・オフィスの人口密度を減らした「オフィスはひろびろと」を取り入れている。

・「会議はオンライン」を取り入れている。

・「名刺交換はオンライン」を取り入れている。

・「対面での打合せは換気とマスク」を取り入れている。

（６）新型コロナウイルス感染症に対する情報の収集

・国、地方自治体や一般社団法人日本渡航医学会や公益社団法人日本産業衛生学会等の公益性の高
い学術学会等のホームページ等を通じて最新の情報を収集している。

・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

３　感染防止のための具体的な対策

（１）基本的な対策

・①換気の悪い密閉空間、②多くの人が密集、③近距離での会話や発声の「３つの密」を同時に満たす
行事等を行わないようにしている。

・上記「３つの密」が重ならなくても、リスクを低減させるため、出来る限り「ゼロ密」を目指している。

・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（２）換気の悪い密閉空間の改善

・職場の建物が機械換気（空気調和設備、機械換気設備）の場合、建築物衛生法令の空気環境の基準
が満たされている（ただし、温度は18℃以上に維持することが望ましいこと）。

・職場の建物の窓が開く場合、リーフレット「冬場における『換気の悪い密閉空間』を改善するための換
気の方法」で推奨する方法により、居室の温度18℃以上かつ相対湿度40％以上を維持しつつ、窓を開
けて適切に換気を行っている（ＨＥＰＡフィルタ付き空気清浄機の適切な活用を含む。）。

・電車等の公共交通機関の利用に際し、窓開けに協力するよう全員に周知している。

・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（３）多くの人が密集する場所の改善

2 / 10 ページ



項　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　目

・業態に応じて可能な範囲で出勤を抑制するように努めている。

・電車やバス等での他人との密着を防ぐため、時差通勤、自転車通勤、自家用車通勤などの活用を図っ
ている。

・テレビ会議やWeb会議の活用等により、人が集まる形での会議等をなるべく避けるようにしている。

・対面での会議やミーティング等を行う場合は、マスクの着用を原則とし、人と人の間隔をできるだけ２ｍ
（最低１ｍ）空、可能な限り真正面を避けるようにしている。

・接客業等において、人と人が近距離で対面することが避けられない場所は、労働者にマスクを着用さ
せ、人と人の間にアクリル板、不燃性透明ビニールカーテンなどで遮蔽するようにしている。

・職場外（バスの移動等）でもマスクの着用や、換気、人との間隔を取る等、三つの密を回避するよう努
めることとしている。

・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（４）接触感染の防止について

・物品・機器等（例：電話、パソコン、デスク等）や治具・工具などについては、複数人での共用をできる限
り回避している。共用する場合には使用前後での手洗いや手指消毒を徹底している。

・自由に着席場所を選んで仕事を行うフリーアドレスを導入する場合には、使用前後での消毒、充分な
座席間隔の確保、利用状況の記録等を実施することとしている。

・事業所内で複数の労働者が触れることがある物品、機器、治具・工具等について、こまめにアルコール
（容量％で60％以上）や界面活性剤や次亜塩素酸ナトリウム0.05％水溶液による清拭消毒を実施するこ
ととしている。
※人がいる環境に、消毒や除菌効果を謳う商品を空間噴霧して使用することは、眼、皮膚への付着や吸
入による健康影響のおそれがあることから推奨されていません。

・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（５）近距離での会話や発声の抑制

・職場では、同僚を含む他人と会話する際には、大きな声を出さずに距離をなるべく保持するようにして
いる。

・外来者、顧客、取引先との対面での接触や近距離での会話をなるべく避けるようにしている。

・どうしてもマスクなしで1ｍ以内で会話する必要がある場合は、15分以内に留めるようにしている。

・粉じんや化学物質など、呼吸用保護マスクを装着する必要がある作業では、声で合図連絡する場合に
はマスクを外さないように周知している。拡声器使用や伝声板付きのマスク採用が望ましい。

・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（６）共用トイレの清掃等について

・不特定多数が接触する場所は、清拭消毒を行うこととしている。

・トイレの床や壁は次亜塩素酸ナトリウム0.1％水溶液で手袋を用いて清拭消毒する。

・トイレの蓋を閉めて汚物を流すように表示している。（便器内は通常の清掃でよい）

・ペーパータオルを設置するか、個人ごとにタオルを準備する。

・ハンドドライヤーは止め、共用のタオルを禁止している。

・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（７）休憩スペース等の利用について

・一度に休憩する人数を減らし、対面で食事や会話を控え、長居しないようにしている。

・休憩スペースは常時換気することに努めている。
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項　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　目

・休憩スペースの共有する物品（テーブル、いす、自販機ボタン等）は、定期的に消毒をしている。

・休憩スペースへの入退室の前後に手洗い又は手指の消毒をさせている。

・社員食堂での感染防止のため、座席数を減らす、座る位置を制限している、マスクを外したままの談笑
を控えるよう注意喚起している、昼休み等の休憩時間に幅を持たせている、などの工夫をしている。

・社員食堂では感染防止のため、トングやポットなどの共用を避けている。

・喫煙所では同時に利用する人数に制限を設け、手指消毒後に十分乾いてから喫煙するよう指導し、会
話をせず喫煙後は速やかに立ち退くことを、利用者に周知し、徹底している。

・その他の共有の施設について、密閉、密集、密接とならないよう利用方法について検討している。

・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（８）ゴミの廃棄について

・鼻水、唾液などが付いたゴミ（飲用後の紙コップ、ビン、缶、ペットボトルなどを含む）は、ビニール袋に
入れて密閉して廃棄することとしている。

・ゴミを回収する人は、マスク、手袋、保護メガネを着用することとし、作業後は必ず石けんと流水で手洗
いをすることとしている。

・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

４　配慮が必要な労働者への対応等

・風邪症状等が出た場合は、「出勤しない・させない」の徹底と、かかりつけ医等の地域で身近な医療機
関への電話相談を求めている。

・高齢者や基礎疾患（糖尿病、心不全、慢性呼吸器疾患、慢性腎臓病、高血圧症、がんなど）を有する
者などの重症化リスク因子を持つ労働者及び妊娠している労働者に対しては、本人の申出及び産業医
等の意見を踏まえ、感染予防のための就業上の配慮（テレワークや時差出勤等）を行っている。

・特に妊娠中の女性労働者が、医師又は助産師からの指導内容について「母健連絡カード」等で申し出
た場合、産業医等の意見も勘案の上、作業の制限または出勤の制限（在宅勤務又は休業をいう。）の措
置を行っている。

・テレワークを行う場合は、業務とプライベートの切り分けに留意し、上司や同僚とのコミニュケーション
方法を検討し、在宅勤務の特性も理解したうえで、運動不足や睡眠リズムの乱れやメンタルヘルスの問
題が顕在化しやすいことを念頭において就業させている。

・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

５　新型コロナウイルスの陽性者や濃厚接触者（以下「陽性者等」）が出た場合等の対応

（1）陽性者等に対する不利益取扱い、差別禁止の明確化

・新型コロナウイルスの陽性者等であると判明しても、解雇その他の不利益な取扱いを受けないこと及
び差別的な取扱いを禁止することを全員に周知し、徹底を求めている。

（２）陽性者等が出た場合の対応

・新型コロナウイルスに陽性であると判明した場合は、速やかに事業場に電話、メール等により連絡する
ことを全員に周知し、徹底を求めている。

・新型コロナウイルスに陽性であると判明した第三者との濃厚接触があり、保健所から自宅待機等の措
置を要請された場合は、速やかに事業場に電話、メール等により連絡することを全員に周知し、徹底を
求めている。

・新型コロナウイルスに陽性であるとの報告を受け付ける事業場内の部署（担当者）を決め、全員に周
知している。また、こうした情報を取り扱う部署（担当者）の取り扱い範囲とプライバシー保護のルールを
決め、全員に周知している。

・新型コロナウイルスに陽性である者と濃厚接触した者が職場内にいた場合にどのような対応をするか
ルール化し、全員に周知している。

・職場の消毒等が必要になった場合の対応について事前に検討を行っている。
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項　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　目

・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（３）その他の対応

・濃厚接触者への対応等、必要な相談を受け付けてくれる「保健所」、「帰国者・接触者相談センター」等
を確認してある。

・事業場内の診療・保健施設で体調不良者を受け入れる場合は、事業場内での感染拡大の原因となる
可能性があることに留意し、医療従事者は標準予防策を遵守し、適切な感染予防体制（受診者のマスク
着用、待合や動線を分ける、受診者が一定の距離を保てるよう配慮するなど）を実行している。

・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

６　熱中症の予防（※暑熱作業があるなど熱中症のリスクがある場合に確認してください。）

・身体からの発熱を極力抑えるため、作業の身体負荷を減らすとともに、休憩を多くとることの重要性を
周知している。

・のどの渇きを感じなくても、労働者に水分・塩分を摂取するよう周知し、徹底を求めている。
※マスクで口が覆われることにより、のどの渇きを感じにくくなることがあります。

・屋外で人と十分な距離（少なくとも２ｍ以上）が確保できる場合で、大声を出す必要がないときには、マ
スクをはずすよう周知している。

※ ご不明な点がございましたら、お近くの労働局又は労働基準監督署の安全衛生主務課にお問い合わせください。
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別添９－１

確認
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職場における新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するためのチェックリスト

新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するための基本的な

項目の中には、業種、業態、職種等によっては対応できないものがあるかもしれません。ですので、
職場の

いただくことが大切です。
し、対策が不十分な点があれば調査審議いただき、改善に繋

衛生委員会等が設置されていない事業場においては、事業者による自主点検用に用いて下さい。
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確認
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R2.11.27版

※ ご不明な点がございましたら、お近くの労働局又は労働基準監督署の安全衛生主務課にお問い合わせください。
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別添９－２

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）に係る職場における集団感染事例

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）に係る職場における感染防止措置の取

組の参考となるよう、職場における集団感染が発生したと考えられる事例を紹

介します。

なお、同感染症の職場における対策については、「職場における新型コロナウ

イルス感染症の拡大を防止するためのチェックリスト」等を活用し、職場の状

況を確認した上で、職場の実態に即した、実行可能な感染拡大防止対策の検討

をお願いいたします。

各事例の（対応について）については、チェックリストの対応する項目を示

しており、１（１）1項のように示しております。

事例１）事業場（執務室）

多数の労働者が勤務する執務室内で集団感染が発生したもの。

(集団感染が発生した原因として考えられるもの)

・執務室内で作業する労働者の半数がマスクをしていなかった。

・席配置について、他の労働者と密接する環境であった。

・換気が不十分であった。

・複数人で物品・機器等を共有する場合において、消毒を実施していなかった。

(対策について)

・普段からマスク装着や咳エチケット（咳や発声の際には袖やハンカチ等で口

を覆う）を労働者に周知し、徹底すること。

                  →チェックリスト対応項目１ ６項

・人との間隔は、できるだけ２ｍ（最低１ｍ）空けることとし、席配置を見直

すこと。           →チェックリスト対応項目２（１）１項

・適切に換気を行うこと。     →チェックリスト対応項目３（２）２項

・物品・機器等（例：電話、パソコン、デスク等）については、複数人での共

用をできる限り回避し、共用する場合には使用前後での手洗いや手指消毒を

徹底すること。また可能であれば共用物品は使用後に消毒すること。

→チェックリスト対応項目３（４）１項



事例２）事業場（休憩スペースや社員食堂等）

多くの労働者が休憩を同時に取得し、休憩スペースや更衣室も複数の労働者

が同時に利用したことから、集団感染が発生したもの。

(集団感染が発生した原因として考えられるもの)

・多くの労働者が休憩を同時に取得し、休憩スペースや更衣室および食堂で密

集した状況となっていた。

・更衣室において、複数の労働者がロッカーを共同で利用する場合に、消毒を

実施していなかった。

・食堂において、飛沫感染の防止措置を取らず、労働者が対面で会話をしなが

ら食事をしていた。

(対策について)

・一度に休憩する人数を減らし、対面で食事や会話を控え、長居しないように

すること。           →チェックリスト対応項目３（７）１項

・休憩スペースはこまめに換気し、可能であれば常時換気すること。

→チェックリスト対応項目３（７）２項

・休憩スペースの共有する物品（テーブル、いす、自販機ボタン等）は、定期

的に消毒をすること。      →チェックリスト対応項目３（７）３項

・休憩スペースへの入退室の前後に手洗い又は手指の消毒をさせること。

                →チェックリスト対応項目３（７）４項

・食堂での感染防止のため、座席数を減らす、座る位置を制限する、会話をし

ないよう要請する、昼休み等の休憩時間に幅を持たせる、などの工夫をする

こと。             →チェックリスト対応項目３（７）５項

事例３）事業場外（外勤時や移動時）

研修など宿泊を伴う業務において、行動を共にしていた労働者が発症。また複

数の労働者が、車両にて移動したことから同乗した複数の労働者にも感染が拡

大したもの。

(集団感染が発生した原因として考えられるもの)

・集団での活動や生活する場で密集していたことから感染した。

・車内では、密接した配席であり、換気も不十分であった。

(対策について)

・人との間隔は、できるだけ２ｍ（最低１ｍ）空けること。

                →チェックリスト対応項目２（１）１項



・外出時、屋内にいるときや会話をするときに、症状がなくてもマスクを着用

すること。

※なお、熱中症のリスクがある場合には、チェックリスト６について確認し

てください。        →チェックリスト対応項目２（１）３項

・適切に換気を行うこと。     →チェックリスト対応項目３（２）２項

２（５）６項、３（１）１項

・外出から戻ったら手洗いを行うこと、手洗いは 30秒程度かけて水と石けんで

丁寧に洗うこと（手指消毒薬の使用も可）。

                →チェックリスト対応項目２（１）４項

・日常生活用品の複数人での共用は避けること。

→チェックリスト対応項目３（６）５項（７）６項

・車両で移動する際にも人との間隔を空け、マスクを着用し、換気を行うこと。

→チェックリスト対応項目３（３）６項

事例４）事業場外（勤務時間外等）

職場で開催された就業時間後の飲み会を端緒に集団感染が発生したもの。

(集団感染が発生した原因として考えられるもの)

・飲み会の場では密集した状況であり、換気も不十分であった。

・近い距離で比較的大きな声で談笑していた。

・職場以外でも感染防止が必要なことが十分周知できていなかった。

(対策について)

・職場以外においても、労働者が感染予防の行動を取るよう感染リスクが高ま

る「５つの場面」や「新しい生活様式」の実践例について、労働者全員に周

知を行うこと。

                  →チェックリスト対応項目１ ６項



厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署

外国人労働者の皆さんが職場における感染防止対策の内容を十分に理解
出来るよう、「職場における新型コロナウイルス感染症の拡大を防止する
ためのチェックリスト」を10か国語（※）に翻訳しました。

事業主の皆さまは、外国人労働者への教育やミーティングをする機会に、
このチェックリストを活用するなどして、職場の感染症対策の徹底をお願
いします。

※英語、中国語（簡体字）、ポルトガル語、スペイン語、タガログ語、
タイ語、ベトナム語、インドネシア語、カンボジア語、ミャンマー語
（やさしい日本語版もあります。）

職場の新型コロナウイルス感染症対策

外国人労働者の皆さんにも
「正しく伝わっていますか？」

外国人労働者を雇用する事業主の皆さまへ

職場での感染症対策チェックリスト（１０か国語）

外国人労働者は、日本の労働慣行や日本語に習熟していない場合がある
ほか、出身国・出身地域により文化や生活習慣が日本と大きく異なる場合
があります。

そのため、外国人労働者が安心して働くためには、職場における新型コ
ロナウイルス感染症の拡大防止対策の内容を、正しく理解することがなに
よりも重要です。

外国人労働者の皆さんが、職場内、職場外で感染予防の行動を取ること
が出来るよう、出身国特有の文化や生活習慣もふまえた教育やアドバイス
に努めてください。

各言語のチェックリストは、右記にアクセスをしてご確認ください。

（厚生労働省ウェブサイト内）

「裏面」に感染拡大防止のポイントを記載しています。
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「職場」での感染拡大防止ポイント

体 調 が 悪 い と き は 上 司 に 相 談 し ま し ょ う 。
たいちょう じょうし そうだんわ る

マ
ス
ク

会話をするときは
マスクをつけましょう

かいわ

密 み
つ

休憩時間での居場所の切り替わりなどで
気が緩むことがあるため、適切な距離をとるよう注意しましょう。

席や更衣室では、
人と適切な距離をとりましょう

せき こういしつ

ひと てきせつ きょり

換
気

共
用

備品の共用は避けましょう
どうしても共用する場合には
使用前後での手洗いや手指消毒を徹底しましょう。

き
ょ
う
よ
う

か
ん
き

びひん きょうよう さ

室内では
こまめに空気を入れ換えましょう

しつない

くうき い か

「職場外」での感染拡大防止のポイント
寄宿舎や寮など、共同生活をしている場合は、特に以下の取り組みをお願いします。

食
事

換
気

か
ん
き

し
ょ
く
じ

共
用

移
動

い
ど
う

き
ょ
う
よ
う

席の配置は斜め向かいにしましょう。
（正面や真横はなるべく避ける）
箸やコップの使い回しは避けましょう。

食事は少人数、短時間にしましょう
しょくじ しょうにんずう たんじかん

出身地域によっては日本が寒く感じる
かもしれませんが閉め切りは避けましょう。

こまめに空気を入れ換えましょう
くうき い か

使い回しは避けましょう
どうしても共用する必要がある設備などは
使用前後での手洗いや手指消毒を徹底しましょう。

つか まわ さ

ラッシュを避けての移動に努めましょう。
車内換気に協力しましょう。

大人数での移動や密集を避け、
マスクなしでの会話を控えましょう

おおにんずう いどう みっしゅう さ

かいわ ひか



冬場における「換気の悪い密閉空間」を
改善するための換気の方法

～ 商業施設等の管理者の皆さまへ ～

外気温が低いときに、「換気の悪い密閉空間」を改善する換気と、室温の
低下による健康影響の防止を両立するため、以下の点に留意してください。
 「換気の悪い密閉空間」は新型コロナウイルス感染症のリスク要因の一つに過ぎず、
一人あたりの必要換気量を満たすだけで、感染を確実に予防できるわけではなく、
人が密集した空間や密接な接触を避ける措置を併せて実施する必要があります。

推奨される換気の方法

① 窓の開放による方法

換気機能を持つ冷暖房設備※や機械換気設備が設置されていない、また
は、換気量が十分でない商業施設等は、以下に留意して、窓を開けて換気
してください。
※ 冷暖房設備本体に屋内空気の取り入れ口がある（換気用ダクトにつながっていない）場合、室
内の空気を循環させるだけで、外気の取り入れ機能はないことに注意してください。

 居室の温度および相対湿度を18℃以上かつ40%以上に維持できる範
囲内で、暖房器具を使用※しながら、一方向の窓を常時開けて、連続
的に換気を行うこと。
※ 加湿器を併用することも有効です。

 居室の温度および相対湿度を18℃以上かつ40%以上に維持しようとす
ると、窓を十分に開けられない場合は、窓からの換気と併せて、可搬式の
空気清浄機を併用すること。

 一方向の窓を少しだけ開けて常時換気をする方が、室温変化を抑えられま
す。窓を開ける幅は、居室の温度と相対湿度をこまめに測定しながら調節して
ください。

 人がいない部屋の窓を開け、廊下を経由して、少し暖まった状態の新鮮な空
気を人のいる部屋に取り入れること（二段階換気）も、室温変化を抑えるの
に有効です。

 開けている窓の近くに暖房器具を設置すると、室温の低下を防ぐことができま
すが、燃えやすい物から距離をあけるなど、火災の予防に注意してください。

窓開け換気による室温変化を抑えるポイント

NSUEI
テキスト ボックス
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R2.11.27

② 機械換気(空気調和設備、機械換気設備)による方法

必要換気量を満たすことのできる機械換気設備等が設置された商業施
設等は、以下のとおり換気を行ってください。
 機械換気設備等の外気取り入れ量等を調整することで、必要換気量
（一人あたり毎時30m3）を確保すること。

 冷暖房設備により、居室の温度および相対湿度を18℃以上かつ
40%以上に維持すること。

必要換気量を満たしているかを確認する方法として、二酸化炭素濃度測定器を使用し、室
内の二酸化炭素濃度が1000ppmを超えていないかを確認することも有効です。

• 測定器は、NDIRセンサーが扱いやすいですが、定期的に校正されたものを使用してください。校
正されていない測定器を使用する場合は、あらかじめ、屋外の二酸化炭素濃度を測定し、測定
値が外気の二酸化炭素濃度（415ppm～450ppm程度）に近いことを確認してください。

• 測定器の位置は、ドア、窓、換気口から離れた場所で、人から少なくとも50cm離れたところにし
てください。

• 測定頻度は、機械換気があり、居室内の人数に大きな変動がない場合、定常状態での二酸
化炭素濃度を定期的に測定すれば十分です。

• 連続測定は、機械換気設備による換気量が十分でない施設等において、窓開けによる換気を
行うときに有効です。連続測定を実施する場合は、測定担当者に測定値に応じてとるべき行動
（窓開け等）をあらかじめ伝えてください。

• 空気清浄機を併用する場合、二酸化炭素濃度測定は空気清浄機の効果を評価するための
適切な評価方法とはならない※ことに留意してください。
※ HEPAフィルタによるろ過式の空気清浄機は、エアロゾル状態のウイルスを含む微粒子を捕集すること
ができますが、二酸化炭素濃度を下げることはできないためです。

 空気清浄機は、HEPAフィルタによるろ過式で、かつ、風量が毎分5m3程
度以上のものを使用すること。

 人の居場所から10m2(６畳)程度の範囲内に空気清浄機を設置すること。

 空気のよどみを発生させないように、外気を取り入れる風向きと空気清浄機の
風向きを一致させること※。
※ 間仕切り等を設置する場合は、空気の流れを妨げない方向や高さとするか、間仕切り等の間
に空気清浄機を設置するなど、空気がよどまないようにしてください。

空気清浄機を併用する際の留意点

参考



新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による
休暇取得支援助成金をご活用ください

＼事業主の皆さまへ／

詐欺にご注意ください。国や都道府県労働局から、助成金の相談について電話等で勧誘することはありません。
また、振込先、口座番号やその他の個人情報を個人の方に電話等で問い合わせることはありません。！

▶▶助成金の対象

▶▶助成内容

▶▶申請期間

事業主の皆さまには、この助成金も活用しつつ、
妊娠中の女性労働者が休みやすい環境づくりに努め、積極的な配慮をお願いします。

支給要件の詳細や具体的な手続、支給申請書のダウンロードはこちらから

都道府県 電話番号 都道府県 電話番号 都道府県 電話番号 都道府県 電話番号

北海道 011-709-2715 東 京 03-6893-1100 滋 賀 077-523-1190 香 川 087-811-8924

青 森 017-734-4211 神奈川 045-211-7357 京 都 075-241-0504 愛 媛 089-935-5222

岩 手 019-604-3010 新 潟 025-288-3511 大 阪 06-6941-4630 高 知 088-885-6041

宮 城 022-299-8844 富 山 076-432-2728 兵 庫 078-367-0700 福 岡 092-411-4717

秋 田 018-862-6684 石 川 076-265-4429 奈 良 0742-32-0210 佐 賀 0952-32-7218

山 形 023-624-8228 福 井 0776-22-0221 和歌山 073-488-1170 長 崎 095-801-0050

福 島 024-536-4609 山 梨 055-225-2851 鳥 取 0857-29-1701 熊 本 096-352-3865

茨 城 029-277-8295 長 野 026-223-0551 島 根 0852-20-7007 大 分 097-532-4025

栃 木 028-633-2795 岐 阜 058-245-1550 岡 山 086-224-7639 宮 崎 0985-38-8821

群 馬 027-896-4739 静 岡 054-254-6320 広 島 082-221-9247 鹿児島 099-222-8446

埼 玉 048-600-6210 愛 知 052-857-0312 山 口 083-995-0390 沖 縄 098-868-4403

千 葉 043-306-1860 三 重 059-261-2978 徳 島 088-652-2718

対象労働者１人当たり 有給休暇計５日以上20日未満：25万円 ＊1事業所当たり20人まで
以降20日ごとに15万円加算（上限額：100万円）

令和２年６月15日から令和３年５月3１日まで
＊雇用保険被保険者の方用と、雇用保険被保険者以外の方用の２種類の様式があります。
＊事業所単位ごとの申請です。

厚生労働省 都道府県労働局雇用環境・均等部（室）

都道府県労働局雇用環境・均等部（室）に
本助成金及び新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の相談・申請窓口を設置しています

受付時間8時30分～17時15分（土・日・祝日・年末年始を除く）

厚生労働省 都道府県労働局

 令和２年５月７日から令和３年３月31日までの間に
❶新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師または助産師の指導により、
休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が取得できる有給の休暇制度(年次有給休暇を除き、
年次有給休暇の賃金相当額の６割以上が支払われるものに限る)を整備し、

❷当該有給休暇制度の内容を新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の内容とあわせて
労働者に周知した事業主であって、

❸当該休暇を合計して５日以上取得させた事業主

❶～❸の全ての条件を満たす事業主が対象です。

詳細は裏面をご参照ください

相談・申請窓口URL：https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/index_00004.html

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11686.html

助成金の対象期間を延長しました。
（令和2年12月28日改正）
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▶支給申請の流れ

▶対象となる有給の休暇制度

▶対象となる労働者

▶支給額

○就業規則における規定の有無、既存の特別休暇の活用
休暇制度の就業規則への規定はこの助成金の要件ではありません。
既存の特別休暇の対象に含まれることを明示して、労働者に周知することでも対象となります。
＊ただし、常時10人以上の労働者を使用している事業主が、新たな休暇制度を設けた場合は、労働基準法に基づき、
遅滞なく就業規則を変更し、所轄の労働基準監督署に届け出る必要があります。

○制度の周知方法
有給の休暇制度と新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の内容について、
全ての労働者がその内容を知ることができるよう、適切な方法により周知を行うことが必要です。
（例）・事業所の見やすい場所に制度の内容を掲示する ・制度の内容を記載した書面を労働者へ交付する

・電子メールを利用して労働者に制度の内容を送信する など

○休暇制度の整備及び周知の時期
令和３年３月31日までに制度整備と周知が必要です。制度整備と周知が労働者の休暇取得後であっても
対象となります。

○欠勤などを、事後的にこの助成金の対象となる有給休暇に変更した場合の扱い
対象となります。ただし、事後的にこの助成金の対象となる有給休暇に変更することについて労働者本人に
説明し、同意を得ることが必要です。

○新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、
医師または助産師の指導により休業が必要とされた妊娠中の女性労働者

○連続して休暇を取得していない場合の支給額
連続して休暇を取得していない場合も、令和２年５月７日から令和３年３月31日までの合計の休暇取得日数に
応じて支給額が決定されます。

○同一の労働者について複数回の申請をした場合
２回目以降の申請では、その申請時点での合計の休暇取得日数に応じて支給すべき金額と前回までの
申請で支給された金額の差額があれば、差額を支給します。

＜新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置とは＞
妊娠中の女性労働者が、保健指導・健康診査を受けた結果、その作業などにおける新型コロナウイルス
感染症への感染のおそれに関する心理的なストレスが母体または胎児の健康保持に影響があるとして、
医師や助産師から指導を受け、それを事業主に申し出た場合、事業主に、休業など必要な措置を
講じることを義務付ける措置。適用期間は、令和２年５月７日から令和４年１月31日まで。
https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000628247.pdf

「❶制度整備」「❷社内周知」は、「❸休暇付与」後であっても、対象となります。

令和２年
５月７日 ６月15日

令和３年
3月31日

令和3年
5月31日

❶制度整備

支給申請期間

❸休暇付与

❷社内周知

申請受付
開始

休暇制度整備・周知
・休暇取得期限 申請期限

（※）

令和2年12月作成
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新型コロナウイルスの陽性者等が発生した場合における

衛生上の職場の対応ルール（例）

※ この対応ルール（例）は、職場に新型コロナウイルスの陽性者や濃厚接触者が発生し

た場合の対応に当たって参考となるよう、企業の取組事例を取りまとめたものです。職

場の実態に応じて、ご活用ください。

※ 職場の対応ルールを定めた場合には、事業場の掲示板等に掲示するとともに、メール

や社内のイントラネット等の複数の媒体で労働者に周知願います。

１ 労働者が陽性者等であると判明した場合の事業者（社内担当者）への報告

に関すること

（１）ＰＣＲ検査等を実施することが決定した段階で、速やかに所属長に報告

する。また、検査の結果が判明した際には、その結果を速やかに所属長に

報告する（結果が陰性であった場合も含む）。

（２）報告を受けた所属長は、事業場の人事担当部門（新型コロナウイルス対

策本部や対応窓口が設置されている場合には当該部門）に報告する。

（３）健康情報の取扱いは、必要最小限の関係者に限るものとする。

※ 健康情報取扱規程を定めている場合には、その取扱に準じて健康情報の取扱を行

う関係者を定めることとする。

２ 労働者が陽性者等であると判明した場合の保健所との連携に関すること

労働者が陽性者等であると判明した場合には、濃厚接触者の自宅待機などの

保健所の指示に従うとともに、保健所による積極的疫学調査が実施される場合

に備え、事業場ごとに保健所との窓口となる担当者を決めておく。また、陽性

者等の勤務状況や在籍する部署の座席表、フロアの見取り図を準備しておく。

３ 職場の消毒等が必要になった場合の対応に関すること

職場の消毒等については、保健所等より指示がある場合にはその指示に従

い、特段の指示が無い場合には、以下の方法によって実施する。

（１）消毒を行う箇所

① 陽性者等の執務室

パソコン、タブレット、電話、ＦＡＸ、コピー機などの電子機器、陽性

者等の椅子や机、キャビネット、ドアノブ、照明スイッチ、床面や壁など



陽性者等が接触したと考えられる箇所

② 食堂、ロッカールーム、トイレなどの共有スペース

食堂の椅子やテーブル、会議室の椅子やテーブル、ロッカールームのド

アノブや照明スイッチ、階段の手すり、トイレの便座など陽性者等が接触

したと考えられる箇所

（２）使用する消毒液及び使用方法

陽性者等の周囲の高頻度接触部位などは、消毒用アルコール又は 0.05%の

次亜塩素酸ナトリウムによる清拭で高頻度接触面や物品等を消毒する。陽性

者由来の液体（痰、血液、排泄物など）が付着した箇所の消毒については、

消毒用エタノールや 0.05～0.5％次亜塩素酸ナトリウムで清拭又は 30 分間

浸漬する。

（３）消毒時に使用する保護具

清掃、消毒を行う者は、手袋、マスク、ゴーグル等の眼を防護するものな

どの保護具を着用する。清拭には使い捨てのペーパータオルなどを用いる。

また、手袋は滅菌したものでなくても差し支えないが、頑丈で水を通さない

材質のものを用いる。

（４）消毒後の手指の衛生

消毒の実施後は、手袋を外した後に流水・石鹸による手洗い、手指消毒用

アルコール等による手指の衛生を必ず行う。



労働者が就業中に新型コロナウイルス感染症に感染・発症し、
休業した場合には、労働者死傷病報告の提出が必要となります。

事業場で働く従業員の皆様が新型コロナウイルス感染症により
休業した場合には、遅滞なく、事業場を所轄する労働基準監督署
に労働者死傷病報告を提出してください。

※ ご提出の際は、電子申請や郵送の積極的な活用をお願いいたします。

事業者は、以下のような場合には、遅滞なく、労働者死傷病報告を労働基
準監督署長に提出しなければなりません。

（労働安全衛生法第100条、労働安全衛生規則第97条）

(1)労働者が労働災害により死亡し、又は休業したとき
(2)労働者が就業中に負傷、窒息又は急性中毒により死亡し、又は休業したとき
(3)労働者が事業場内又はその附属建設物内で負傷、窒息又は急性中毒により死亡し、

又は休業したとき

※ 労働者死傷病報告を提出せず、若しくは、虚偽の報告をした場合は、いわゆる「労災か
くし」として、50万円以下の罰金に処されることがあります。

新型コロナウイルス感染症による労働災害も

労働者死傷病報告の提出が必要です。

https://www.chohyo-shien.mhlw.go.jp/

厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署

「労働者死傷病報告はどうやって作成すればいいの？」

労働者死傷病報告は、定められ
た様式（OCR式帳票）を用いて作
成する必要があります。

専用の様式は、最寄りの労働基
準監督署で配布しているほか、
「労働安全衛生法関係の届出・申
請等帳票印刷に係る入力支援サー
ビス」により、インターネット上
で簡単に入力し、作成した帳票を
印刷することができます。

⇒ 新型コロナウイルス感染症による場合の記載例はウラ面参照

従業員が新型コロナウイルス感染症により休業された事業者の皆様へ

～職場における新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するために～
チェックリストを活用し、職場における感染拡大防止のための基本

的な対策の実施状況についてご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/000657665.pdf
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１３１１１１２３４５６０００００００ 医療、福祉業

ウ セ イ カ イ ロ ウ

医 療 法 人 厚 生 会 労

１００ × × × × ００１

千代田区霞ヶ関○-○-○
０３ ▲ ▲▲ ▲

９０２０４０１ １５ ０

３ 新型コロナウイル
ス感染による肺炎

呼吸器 勤務地内

救急病棟に勤務中、○月○日に救急患者

（後日、ＰＣＲ検査の結果陽性判定）の吸

熱の症状が見られたため、ＰＣＲ検査を実

施したところ、４月２日に陽性判定となり、

和２ ４ １０令

霞ヶ関

医療法人 厚生会労働病院

病院長 安衛 法子

ロ ウ ド ウ タ ロ ウ

働 太 郎

働 病 院

コ ド ウ ビ ョ ウ イ ン

× ×× ×

０

労

７０１０１０１

１２看護師

○32

○

○

引処置に当たった看護師に４月１日から発

同日から入院したもの。

勤務中は防護衣とマスクを着用していた。

事務長 厚生 太郎

記入例

法人ではなく、
事業場全体の
労働者数を記
入してください。

陽性判定日ではなく、
傷病名に記載した症
状が現われた日付
を記入してください。

記載例のとおりに記入し
てください。
※ 医師の診断結果が記載例と異

なる場合にはその内容を記入

感染から発症までの
経緯を簡潔に記入し
てください。

左記の災害発生状況
及び原因以外に記載
すべき事項がなけれ
ば記載不要です。

感染場所ではなく、
傷病名に記載した症
状が現われた場所
を記入してください。

事業場を代表する者
など、報告権限を有す
る方が記入てください。

記名・押印に代え
て、署名によるこ
とができます。

被災者が複数いる
場合は、被災者ごと
に報告する必要が
あります。

R2.5



詳しくは厚生労働省ＨＰのＱ&Ａ
（項目「５労災補償」）をご覧ください▶

業務によって感染した場合、

労災保険給付の対象となります

職場で新型コロナウイルスに感染した方へ

■感染経路が業務によることが明らかな場合

■感染経路が不明の場合でも、感染リスクが高い業務※

に従事し、それにより感染した蓋然性が強い場合
※（例１）複数の感染者が確認された労働環境下での業務
※（例２）顧客等との近接や接触の機会が多い労働環境下の業務

■医師・看護師や介護の業務に従事される方々については、
業務外で感染したことが明らかな場合を除き、原則として対象

対象となるのは？

厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署

労災保険の種類

業務に起因して新型コロナウイルスに感染した労働者の方やそのご遺族の方は、
正社員、パート、アルバイトなどの雇用形態によらず、次のような保険給付を
受けられます。

療養補償給付

休業補償給付

①労災指定医療機関を受診すれば、原則として無料で治療を受けることができます。
②やむを得ず労災指定医療機関以外で治療を受けた場合、一度治療費を負担してもらい
後で労災請求をすることで、負担した費用の全額が支給されます。

療養のために仕事を休み、賃金を受けていない場合、給付を受けることができます。
■給付日：休業４日目から
■給付額：休業１日あたり給付基礎日額の８割（特別支給金２割含む）
＊原則として「給付基礎日額」は発症日直前３か月分の賃金を暦日数で割ったものです

遺族補償給付
業務に起因して感染したため亡くなった労働者のご遺族の方は、遺族補償年金、
遺族補償一時金などを受け取ることができます。

■お問い合わせは、お近くの労働局・労働基準監督署へ ▶

（2020.11）

NSUEI
テキスト ボックス
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－1－ 

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）に係る労災認定事例 
 

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）に係る労災請求のご参考となるよう、労

災認定の具体的な事例について概要をご紹介します。 

なお、同感染症の労災認定の考え方について示した令和２年４月 28 日付け基補発

0428 第１号「新型コロナウイルス感染症の労災補償における取扱い」（以下「通知」

といいます。）に記載している事項に沿って、職種に着目して事例をご紹介します。 

 

１ 医療従事者等の事例（通知 記の２の（１）のア） 

【考え方：医師、看護師、介護従事者等の医療従事者等が新型コロナウイルスに感

染した場合は、業務外で感染したことが明らかな場合を除き、原則として労災保

険給付の対象となる】 

 

事例１）医師 

   Ａ医師が診察した患者に発熱等の症状がみられ、その患者は後日新型コロナ

ウイルスに感染していたことが判明した。その後、Ａ医師は発熱等の症状が出現

し、濃厚接触者としてＰＣＲ検査を行ったところ、新型コロナウイルス感染陽性

と判定された。 

   労働基準監督署における調査の結果、Ａ医師は、業務外で感染したことが明ら

かではなかったことから、支給決定された。 

事例２）看護師 

   Ｂ看護師は、日々多数の患者に対し、問診、採血等の看護業務に従事していた

ところ、頭痛、発熱等の症状が続き、ＰＣＲ検査で新型コロナウイルス感染陽性

と判定された。 

   労働基準監督署における調査の結果、Ｂ看護師は、業務外で感染したことが明

らかではなかったことから、支給決定された。 

事例 3）介護職員 

   介護職員のＣさんは、訪問介護利用者宅で介護業務に従事していたところ、利

用者に新型コロナウイルス感染が確認されたため、濃厚接触者としてＰＣＲ検

査を受けた結果、新型コロナウイルス感染陽性と判定された。 

労働基準監督署における調査の結果、Ｃさんは、業務外で感染したことが明ら

かではなかったことから、支給決定された。 

事例 4）理学療法士 

   Ｄ理学療法士は、病院のリハビリテーション科で業務に従事していたところ、

院内で新型コロナウイルス感染症のクラスターが発生し、複数の医師の感染が

確認された。それらの医師と接触歴があったＤ理学療法士にも、咳、発熱等の症

状が出現し、ＰＣＲ検査で新型コロナウイルス感染陽性と判定された。 

労働基準監督署における調査の結果、Ｄ理学療法士は、業務外で感染したこと

が明らかではなかったことから、支給決定された。 

 

NSUEI
テキスト ボックス
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－2－ 

２ 医療従事者等以外の労働者であって感染経路が特定された場合の事例（通知 記

の２の（１）のイ） 

【考え方：感染源が業務に内在していることが明らかな場合は、労災保険給付の対

象となる】 

 

事例５）飲食店店員 

飲食店店員のＥさんは、店内での業務に従事していたが、新型コロナウイルス

感染者が店舗に来店していたことが確認されたことから、ＰＣＲ検査を受けた

ところ新型コロナウイルス感染陽性と判定された。 

労働基準監督署における調査の結果、Ｅさん以外にも同時期に複数の同僚労

働者の感染が確認され、クラスターが発生したと認められた。 

以上の経過から、Ｅさんは新型コロナウイルスに感染しており、感染経路が特

定され、感染源が業務に内在していたことが明らかであると判断されたことか

ら、支給決定された。 

事例６）建設作業員 

   建設作業員のＦさんは、勤務中、同僚労働者と作業車に同乗していたところ、

後日、作業車に同乗した同僚が新型コロナウイルスに感染していることが確認

された。Ｆさんはその後体調不良となり、ＰＣＲ検査を受けたところ新型コロ

ナウイルス感染陽性と判定された。 

   労働基準監督署における調査の結果、Ｆさんについては当該同僚以外の感染

者との接触は確認されなかった。 

以上の経過から、Ｆさんは新型コロナウイルスに感染しており、感染経路が

特定され、感染源が業務に内在していたことが明らかであると判断されたこと

から、支給決定された。 

事例７）保育士 

Ｇ保育士は、保育園で保育業務に従事していたところ、発熱等の症状が出現し

たため、ＰＣＲ検査を行ったところ、新型コロナウイルス感染陽性と判定され

た。 

労働基準監督署における調査の結果、Ｇ保育士以外にも、同時期に同僚労働者

や複数の園児の感染が確認され、クラスターが発生したと認められた。 

以上の経過から、Ｇ保育士は新型コロナウイルスに感染しており、感染経路が

特定され、感染源が業務に内在していたことが明らかであると判断されたこと

から、支給決定された。 
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３ 医療従事者等以外の労働者であって感染経路が特定されない場合の事例（通知 

記の２の（１）のウ） 

【考え方：感染経路が特定されない場合であっても、感染リスクが相対的に高いと

考えられる業務（複数の感染者が確認された労働環境下での業務や顧客等との近

接や接触の機会が多い労働環境下での業務など）に従事し、業務により感染した

蓋然性が高いものと認められる場合は、労災保険給付の対象となる】 

 ① 複数（請求人を含む）の感染者が確認された労働環境下での業務（通知 記の

２の（１）のウの（ア）） 

 

事例８）工事現場施工管理業務従事者 

工事現場の施工管理業務従事者であったＨさんは、担当する現場の施工状況

を管理する業務に従事していたが、発熱、咳等の症状が出現したため、ＰＣＲ

検査を受けたところ新型コロナウイルス感染陽性と判定された。 

労働基準監督署において調査したところ、Ｈさんの感染経路は特定されなか

ったが、発症前の１４日間に、換気が不十分な工事現場の事務室において日々

数時間現場作業員らと近接な距離で打合せ等を行っており、Ｈさんの他にも、

新型コロナウイルスへ感染した者が勤務していたことが認められた。 

一方、発症前１４日間の私生活については、自宅で静養するなど外出はほと

んど認められず、私生活における感染のリスクは低いものと認められた。 

医学専門家からは、換気が不十分な部屋で、他の作業者と近接な距離で打合

せを行うなどの状況から、当該労働者の感染は、業務により感染した蓋然性が

高いものと認められるとの意見であった。 

以上の経過から、Ｈさんは、新型コロナウイルスに感染しており、感染経路は

特定されないが、従事した業務は、複数の感染者が確認された労働環境下での

業務と認められ、業務により感染した蓋然性が高く、業務に起因したものと判

断されることから、支給決定された。 

事例９）建設資材製造技術者 

建設資材の製造技術者のＩさんは、品質管理業務に従事していたが、発熱、

倦怠感の症状が出現したため、ＰＣＲ検査を受けたところ新型コロナウイルス

感染陽性と判定された。 

労働基準監督署において調査したところ、Ｉさんの感染経路は特定されなか

ったが、発症前１４日間に、勤務していた職場の事務室において品質管理に係

る業務を行っており、Ｉさんの他にも、新型コロナウイルスに感染した者が勤

務していたことが認められた。 

一方、発症前１４日間の私生活については、日用品の買い物で家族と自家用

車で外出したことが１日あったのみで、家族以外の接触はなく、他人との濃厚

接触はなかったことが確認され、私生活における感染のリスクは低いものと認

められた。 

医学専門家からは、新型コロナウイルスへ感染した者が事務室を往来してい

ること、他の社員との会話の機会等における飛沫感染を否定できないこと等を

踏まえると、当該労働者の感染は、業務により感染した蓋然性が高いものと認

められるとの意見であった。 
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以上の経過から、Ｉさんは、新型コロナウイルスに感染しており、感染経路

は特定されないが、従事した業務は、複数の感染者が確認された労働環境下で

の業務と認められ、業務により感染した蓋然性が高く、業務に起因したものと

判断されることから、支給決定された。 

 

 ② 顧客等との近接や接触の機会が多い労働環境下での業務（通知 記の２の（１）

のウの（イ）） 

 

事例 10）小売店販売員 

小売店販売員のＪさんは、店頭での接客業務等に従事していたが、発熱、咳等

の症状が出現したため、ＰＣＲ検査を受けたところ新型コロナウイルス感染陽

性と判定された。 

労働基準監督署において調査したところ、Ｊさんの感染経路は特定されなか

ったが、発症前の１４日間の業務内容については、日々数十人と接客し商品説

明等を行っていたことが認められ、感染リスクが相対的に高いと考えられる業

務に従事していたものと認められた。 

一方、発症前１４日間の私生活での外出については、日用品の買い物や散歩

などで、私生活における感染のリスクは低いものと認められた。 

医学専門家からは、接客中の飛沫感染や接触感染が考えられるなど、当該販

売員の感染は、業務により感染した蓋然性が高いものと認められるとの意見で

あった。 

以上の経過から、Ｊさんは、新型コロナウイルスに感染しており、感染経路は

特定されないが、従事した業務は、顧客との近接や接触が多い労働環境下での

業務と認められ、業務により感染した蓋然性が高く、業務に起因したものと判

断されることから、支給決定された。 

事例 11）タクシー乗務員 

タクシー乗務員のＫさんは、乗客輸送の業務に従事していたが、発熱の症状が

出現したため、ＰＣＲ検査を受けたところ新型コロナウイルス感染陽性と判定

された。 

労働基準監督署において調査したところ、Ｋさんの感染経路は特定されなか

ったが、発症前の１４日間の業務内容については、日々数十人の乗客（海外や

県外からの乗客を含む）を輸送する業務を行っていたことが認められ、感染リ

スクが相対的に高いと考えられる業務に従事していたものと認められた。 

一方、発症前１４日間の私生活での外出については、日用品の買い物などで、

私生活における感染のリスクは低いものと認められた。 

医学専門家からは、密閉された空間での飛沫感染が考えられるなど、当該乗

務員の感染は、業務により感染した蓋然性が高いものと認められるとの意見で

あった。 

以上の経過から、Ｋさんは、新型コロナウイルスに感染しており、感染経路は

特定されないが、従事した業務は、顧客との近接や接触が多い労働環境下での

業務と認められ、業務により感染した蓋然性が高く、業務に起因したものと判

断されることから、支給決定された。 
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事例 12）港湾荷役作業員 

港湾荷役作業員であったＬさんは、トラックへの荷渡し業務等に従事してい

たが、発熱の症状が出現したため、ＰＣＲ検査を受けたところ新型コロナウイ

ルス感染陽性と判定された。 

労働基準監督署において調査したところ、Ｌさんの感染経路は特定されなか

ったが、発症前の１４日間に、荷渡しの際の確認のため、日々不特定多数のト

ラック運転手等と近距離で会話を行っており、感染リスクが相対的に高いと考

えられる業務に従事していたものと認められた。 

一方、発症前１４日間の私生活での外出については、日用品の買い物などで、

私生活における感染のリスクは低いものと認められた。 

医学専門家からは、事業場において不特定多数の者との近接・接触の機会が

認められ、当該作業員の感染は、業務により感染した蓋然性が高いものと認め

られるとの意見であった。 

以上の経過から、Ｌさんは、新型コロナウイルスに感染しており、感染経路は

特定されないが、従事した業務は、顧客等との近接や接触が多い労働環境下で

の業務と認められ、業務により感染した蓋然性が高く、業務に起因したものと

判断されることから、支給決定された。 

事例 13）調剤薬局事務員 

調剤薬局事務員のＭさんは、処方箋の受付、会計、データ入力などの業務に

従事していたが、発熱の症状が出現したため、ＰＣＲ検査を受けたところ新型

コロナウイルス感染陽性と判定された。 

労働基準監督署において調査したところ、Ｍさんの感染経路は特定されなか

ったが、発症前の１４日間に、受付カウンターで日々数十人の処方箋の受付な

どの業務を行っていたことが認められ、感染リスクが相対的に高いと考えられ

る業務に従事していたものと認められた。 

一方、発症前１４日間の私生活での外出については、日用品の買い物程度で、

私生活における感染のリスクは低いものと認められた。 

医学専門家からは、不特定多数の医療機関受診者に対応した際の飛沫感染等

が考えられるなど、当該事務員の感染は、業務により感染した蓋然性が高いも

のと認められるとの意見であった。 

以上の経過から、Ｍさんは、新型コロナウイルスに感染しており、感染経路

は特定されないが、従事した業務は、顧客との近接や接触が多い労働環境下で

の業務と認められ、業務により感染した蓋然性が高く、業務に起因したものと

判断されることから、支給決定された。 
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「テレワーク相談センター」の機能充実を図ります 

～緊急事態宣言を受け、相談対応時間の延長、オンラインコンサルティングの実施～ 
 
 
 
 
 
厚生労働省は、このたびの緊急事態宣言を受け、テレワークに関する相談などに対応する

「テレワーク相談センター」の機能充実を図ります。 

 

「テレワーク相談センター」（受託者：一般社団法人日本テレワーク協会）では、テレワ

ークの導入や運用などテレワークに関する各種相談を受け付けています。このたびの緊急

事態宣言で、より多くの企業でテレワークの必要性が高まることが予想されるため、相談セ

ンターの一部機能の充実を図ります。具体的な内容は、以下をご覧ください。 

 

 

 

【拡充する内容】 

１ 相談対応時間の延長 

  ■３時間の延長 

令和３年１月８日（金）以降 

  平日（月）～（金） 午前９時 ～ 午後８時 （土日祝は休み） 

     ※令和３年３月 31 日（水）まで実施予定 

    （変更前は、平日午前９時～午後５時） 

 

２ オンラインコンサルティングの実施 

これまで、希望する企業に対して行っていた訪問コンサルティングを、オンライン形式  

で実施。（最大５回、無料） 

 

【相談・お問い合わせ先】 

  ■テレワーク相談センター 

   電話番号     (0570)550348 

メールアドレス   sodan@japan-telework.or.jp 

ＵＲＬ      https://www.tw-sodan.jp/ 

 Press Release 
 

令和３年１月８日 

【照会先】 

雇用環境・均等局 在宅労働課 

課長   宮下 雅行 
課長補佐 長澤 篤 

（代表電話）03(5253)1111（内線 7872） 

（直通電話）03(3595)3273 
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参考資料３
新型コロナウイルスに関連したいじめ・嫌がらせ等に係るＱ＆Ａ

【企業の方向け】

Ｑ．職場において、新型コロナウイルスに関連したいじめ・嫌がらせ等が起きた場合には、どの

ように対応したらよいでしょうか。また、そのような事態を未然に防ぐために、どのようなこ

とをすべきでしょうか。

Ａ．新型コロナウイルスに関連したいじめ・嫌がらせ等は、あってはならないものです。

例えば、過去に新型コロナウイルスに感染したことを理由として、人格を否定するような言

動を行うこと、一人の労働者に対して同僚が集団で無視をし職場で孤立させること等は、職場

におけるパワーハラスメントに該当する場合があります。職場におけるパワーハラスメントに

関しては、改正労働施策総合推進法により、その防止のために事業主において雇用管理上の措

置を講じることが求められています。

具体的には、相談窓口をあらかじめ定め労働者に周知することや事実関係を迅速かつ正確に

把握し、適正な措置を行うこと等が必要です（令和２年６月１日施行。中小事業主は令和４年

３月 31 日までは努力義務。）。また、事業主に相談したこと等を理由とする不利益取扱いも禁

止されていますので、ご留意ください（相談したこと等を理由とする不利益取扱いの禁止は、

規模にかかわらず、全ての事業主が対象となります）。これらの措置義務に違反した場合には、

都道府県労働局において行政指導（助言・指導・勧告等）を行うこととなります。

なお、事業主自らも、パワーハラスメント問題に対する関心と理解を深め、労働者（他の事

業主が雇用する労働者及び求職者を含む。）に対する言動に必要な注意を払うよう努める必要

があります。

新型コロナウイルスに関連したいじめ・嫌がらせ等が行われることのないよう、労働者への

周知・啓発を徹底し、適切な相談対応等を行っていただくことなどにより、職場環境の改善を

行っていただきますようお願いします。

＜リーフレット「2020 年６月１日より、職場におけるハラスメント防止対策が強化されまし

た！」＞

https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000683138.pdf

【労働者の方向け】                          

Ｑ．職場において、新型コロナウイルスに関連したいじめ・嫌がらせ等を受けて困っています。

どこに相談したらよいでしょうか。

Ａ．新型コロナウイルスに関連したいじめ・嫌がらせ等は、あってはならないものです。

例えば、過去に新型コロナウイルスに感染したことを理由として、人格を否定するような言

動を行うこと、一人の労働者に対して同僚が集団で無視をし職場で孤立させること等は、職場

におけるパワーハラスメントに該当する場合があります。

新型コロナウイルスに関連した上記のような職場のトラブルがある場合には、まずは職場の

相談窓口にご相談ください。企業内に相談窓口が設置されていない場合あるいは職場内の相談

窓口に相談したが対応してくれない、相談しにくいといった場合には、各都道府県労働局等に

設置されている総合労働相談コーナーにご相談ください。

＜総合労働相談コーナー（厚生労働省 HP）＞

  https://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html


